
上島町土砂災害復旧事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、平成２８年６月以降に発生した激甚災害又は災害認定を受けられる自

然災害により被災した住民の生活の安定及び地域の維持発展を図るために行われる土砂

災害復旧事業（国又は県が実施する事業に採択されるものを除く。）に要する経費に対し

て、予算の範囲内において交付される補助金について必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１）激甚災害 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和３７年

法律第１５０号）第２条第１項の規定により激甚災害として指定された災害 

（２）災害認定を受けられる自然災害 

 ア 最大２４時間雨量８０㍉以上の降雨 

  イ 時間雨量２０㍉以上の降雨 

  ウ 最大風速１５ｍ以上（１０分間平均） 

 エ 地震、地すべり等による災害 

（補助金交付の対象となる事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次の各号に

掲げるものとする。 

（１） 住宅用地内（空き家、倉庫及び納屋は除く。）の流入土砂等（土、がれき、転石

又は土砂と一緒に流入した木材をいう。）の撤去事業で、土木業者等に発注する

もの 

（２） 当該事業に係る費用が５万円以上のもの 

（３） その他町長が特に必要と認めるもの 

（補助金の交付申請者） 

第４条 補助金の交付申請ができる者は、前条第１号に規定する事業にあっては被災土地所

有者及び被災宅地、住居等の所有者とし、同条第３号に規定する事業にあってはその都度

定めるものとする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は１箇所の補助対象基準額の２分の１以内の額とする。ただし、補助金

の上限は、25万円とし、1,000円未満の額が生じたときは、その端数を切り捨てるものと

する。 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、上島町土砂災害

復旧事業補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなけ

ればならない。 

（１） 誓約書 



（２） 位置図 

（３） 平面図又は見取図 

（４） 施工見積書 

（補助金の交付の決定） 

第７条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに当該申請に係る書類の審

査及び現場の確認をし、補助金交付の可否を決定するものとする。 

（交付決定の通知） 

第８条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定内容及びこれに付し

た条件を、申請者に上島町土砂災害復旧事業補助金交付決定通知書（様式第２号）により

通知するものとする。 

２ 町長は、補助金を交付することが不適当と認めたときには、申請者に上島町土砂災害復

旧事業補助金交付不承認通知書（様式第３号）により通知するものとする。 

（申請事項の変更） 

第９条 前条第１項の規定による交付金の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）

がやむを得ない理由により補助対象事業の内容を変更しようとするときは、上島町土砂災

害復旧事業補助金交付変更申請書（様式第４号）を提出し、町長の承認を受けなければな

らない。 

（変更の承認） 

第１０条 町長は、前条の規定による変更の申請を受けた場合は、当該申請に係る書類の審

査及び現地調査により、変更を認めるかどうかを決定するものとする。 

（変更の通知） 

第１１条 町長は、第９条の規定による変更の申請を認めたときは、速やかにその結果の内

容及びこれに付した条件を、当該申請者に上島町土砂災害復旧事業補助金交付変更決定通

知書（様式第５号）により通知するものとする。 

２ 町長は、第９条の規定による変更の申請が不適当と認めたときは、速やかにその旨を当

該申請者に通知するものとする。 

（事業完了の届出） 

第１２条 交付決定者は、工事が完了したときは、上島町土砂災害復旧事業完了届（様式第

６号）を町長に提出しなければならない。 

（事業完了検査） 

第１３条 町長は、前条の規定による完了届を受理したときは、当該事業の完了検査を行い、

上島町土砂災害復旧事業完了検査済書（様式第７号）を発行するものとする。 

（補助金の交付） 

第１４条 町長は、前条の規定による完了検査の結果、適当と認めたときは、交付決定者が

提出する上島町土砂災害復旧事業補助金交付請求書（様式第８号）により補助金を交付す

るものとする。 

（補助金の返還等） 

第１５条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定



を取り消し、又は補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

（１） この要綱の規定に違反したとき。 

（２） 工事の施工方法が適正でないとき。 

（３） 詐欺その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

（その他） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２８年８月３日から施行し、平成２８年６月１日から適用する。 

 


